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令和６年度報酬改定における事業所間連携加算の取扱いについて 

 

平素より、本市障がい児福祉行政にご協力いただきありがとうございます。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所（児童発達支援、放

課後等デイサービス）を利用する児童について、事業所間で当該児童に関する情報連携（支援の実施状

況、心身の状況、生活環境等についての会議開催）を行った場合の評価として、「事業所間連携加算」が

創設されました。 

 本市においては、別紙のとおり運用を行いますので、制度の趣旨をご理解いただき、加算の算定に係

る手続等に遺漏のないようご留意をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 

福岡市こども未来局 子育て支援部 障がい児事業所指導課 

指定・指導係 

(TEL)０９２－７１１－４９８７ 

事業者指定専用アドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 



別 添  

 

 

１ 事業所間連携加算の概要 

  セルフプランで複数の事業所（児童発達支援、放課後等デイサービス）を利用する児童につい

て、事業所間で当該児童に関する情報連携（支援の実施状況、心身の状況、生活環境等について

の会議開催）を行った場合に加算を算定します。 

 

２ 必要な手続き 

 【新規・変更】 

 （１）セルフプランで複数の事業所を利用する障がい児について、当該児童の保護者に同意を得

たうえで、「事業所間連携加算（新規・変更）確認書（様式１）」（以下、「確認書①」とい

う）を作成し、こども未来局障がい児事業所指導課（以下、「担当課」という）へ提出し

てください。 

（２）担当課において、「確認書①」で保護者の承諾を確認のうえ、コア連携事業所を決定し、

「確認書①」及び「セルフプラン」の写しを当該事業所へ送付します。 

（３）「確認書①」の送付を受けたコア連携事業所は、当該児童が利用している他の事業所と連

絡調整のうえ会議を開催し、会議録及び各事業所から提出された加算対象児の個別支援計

画を担当課へ共有してください。 

 

【解除】 

（１）事業所間連携加算の認定を解除する場合は、コア連携事業所は児童の保護者に同意を得た

うえで、「事業所間連携加算（解除）確認書（様式２）」（以下、「確認書②」という）を作

成し、担当課へ提出してください。 

（２）担当課において、「確認書②」で保護者の承諾を確認のうえ、コア連携事業所の解除を決

定し、「確認書②」を当該事業所へ送付します。 

 

３ 算定開始月 

  届出が毎月 15日までになされた場合 「翌月」から 

  16日以降になされた場合 「翌々月」から 

  ※コア連携事業所等の変更については、担当課において変更届を受領した日から。 


